
令和３年４月３０日 

市政記者各位 

『消費者被害防止テーマソング・ダンス』を作成しました
 近年、消費者被害が多様化、複雑化する中、高齢者の被害や、令和４年の成年年齢引下げによる

若年者の被害増加を防止することが課題となっています。 

そのため、福岡市消費生活センターにおいては、消費者被害防止への意識を向上させ、学校、地

域団体、各種団体への消費者教育を推進するために、若年者と共働で消費者被害防止テーマソング

及びダンスを下記のとおり作成しました。 

つきましては、市民の皆様への広報についてご協力いただきますようお願い申し上げます。 

記 

１ 内容 

  ≪消費者被害防止テーマソング≫ 

曲名   『もうこれっきりん』 

作詞・作曲者   藤本成史(チキンナゲッツ) 

歌唱    チキンナゲッツ  

≪テーマソングに合わせたダンス≫ 

ダンス作成    福岡工業大学附属城東高等学校 ダンス部 

  ≪ＤＶＤジャケットデザイン ≫ 

デザイン制作   九州産業大学芸術学部ソーシャルデザイン学科 

２ 具体的な活用内容 

消費生活センターを周知するとともに、幼児から高齢者まで、楽曲・ダンスを通して 

消費者被害防止を喚起する。  

（１）市内の全市立小学校・中学校・高等学校・特別支援学校へ楽曲及びダンス動画の

ＤＶＤを配付し、授業等で活用

（２）消費者月間等の本庁舎多目的スペースでのパネル展示の際にＤＶＤ放映

（３）出前講座で活用

３ 消費者月間パネル展示におけるダンス動画放映 

５月７日（金）～５月１１日（火） 

市役所１階多目的スペースにおいて消費者月間パネル展示を実施 

  併せて同会場でダンス動画放映 

        

消費生活センター啓発キャラクター 

これっキリン先生 

消費者トラブルは，一人で悩まずまず相談 市民局消費生活センター 

【本件に関するお問い合わせ先】 

福岡市市民局生活安全部 

消費生活センター 

担当 萩尾 財津  

TEL 092-712-2929 


